
自 由 民 主 党 の 法 曹 人 口 緊 急 提 言 等 に 関 す る 会 長 声 明  
 
 

 自 由 民 主 党 の 政 務 調 査 会 と 司 法 制 度 調 査 会 ・ 法 曹 養 成 制 度 小 委 員

会 の 合 同 会 議 は 、本 年 4 月 9 日 、年 間 2 0 0 0 人 程 度 で 推 移 し て い る 司

法 試 験 の 合 格 者 を 、 2 0 1 6 年 ま で に 1 5 0 0 人 程 度 に す る 緊 急 提 言 を ま

と め た 。  

 こ の 緊 急 提 言 は 、 若 手 弁 護 士 の 現 状 に つ い て 「 先 輩 弁 護 士 の 指 導

や 弁 護 士 会 の 組 織 的 O J T（ オ ン ・ ザ ・ ジ ョ ブ ・ ト レ ー ニ ン グ ） を 受

け る こ と が か な わ ず 、 経 験 者 か ら 学 ぶ こ と が 困 難 な 事 態 も 生 じ て い

る 」 な ど と 指 摘 し 、 教 育 環 境 を 整 え る 必 要 性 を 強 調 し て い る 。  

 ま た 、 公 明 党 法 曹 養 成 に 関 す る プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム が 同 日 と り ま

と め た 「 法 曹 要 請 に 関 す る 緊 急 提 案 」 に お い て も 、 司 法 試 験 の 年 間

合 格 者 数 を ま ず 1 8 0 0 人 程 度 と し て い る 。  

 確 か に 、年 間 2 0 0 0 人 程 度 で 推 移 し て い る 司 法 試 験 合 格 者 を 減 ら す

提 言 を し た こ と 、 ま た 自 由 民 主 党 の 提 言 に お い て は 、 そ の 理 由 と し

て O J T 等 の 教 育 環 境 の 問 題 を 指 摘 し て い る こ と に つ い て は 、当 会 も

こ れ ま で 指 摘 し て き た こ と で あ り 、一 定 の 積 極 的 評 価 が 可 能 で あ る 。 

 し か し な が ら 、1 5 0 0 人 の 合 格 者 で は 、先 輩 弁 護 士 の 指 導 や 弁 護 士

会 の 組 織 的 O J T は や は り 十 分 に で き る も の で は な く 、法 曹 の 質 の 向

上 も 到 底 期 待 で き な い 。  

 さ ら に は 就 職 難 等 の 問 題 も 解 消 で き な い 。 す な わ ち 、 司 法 試 験 に

合 格 し て も 、 修 習 に 行 く こ と が で き な い 、 又 は 、 仮 に 司 法 修 習 を 終

え て も 就 職 で き な い 司 法 修 習 生 の 問 題 は 解 消 で き な い 。  

 そ う す る と 、 法 曹 を め ざ す 若 者 の 数 は 、 減 少 状 態 の ま ま 継 続 す る

こ と と な り 、ひ い て は 、法 の 支 配 の 担 い 手 で あ る 法 曹 の 質 は 低 下 し 、

立 憲 主 義 が 形 骸 化 す る お そ れ が 強 い 。  

 こ の 点 、当 会 で は 、再 三 に わ た っ て 、司 法 試 験 の 年 間 合 格 者 を 1 0 0 0
人 以 下 と す る よ う 、総 会 決 議 や 会 長 声 明 に よ り 意 思 表 明 を し て き た 。

そ し て 、 法 曹 の 質 の 向 上 や 司 法 修 習 生 の 就 職 問 題 を 解 決 す る た め に

は 、司 法 試 験 の 合 格 者 は 年 間 1 0 0 0 人 以 下 に す る の が 必 要 不 可 欠 で あ

る 。よ っ て 、自 由 民 主 党 等 の 提 言 で は 不 十 分 と 言 う ほ か な く 、ま た 、

弁 護 士 の 質 の 向 上 等 は 直 ち に 実 現 さ れ る べ き 課 題 で あ る こ と か ら 、

1 0 0 0 人 以 下 へ の 司 法 試 験 合 格 者 数 の 減 少 は 、緊 急 に 実 施 さ れ る べ き

で あ る 。  
 

平 成 2 6 年 4 月 2 8 日     

佐 賀 県 弁 護 士 会   

会 長  牟  田  清  敬   


